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第 4 章 水環境保全の体制および活動 

４－１ 水環境保全の体制 

「環境保全・改善法」、「環境・天然資源省設立法」の規定、ならびに、水資源に係わる国家政策

に基づいて、グアテマラ国の水環境管理の行政を主導する政府機関は環境・天然資源省（MARN）

である。関係法規により MARN は同国の水環境保全の全般にわたる政策の立案と執行に係わる広

いマンデートを付与されている。 

環境分野は多くの関係機関や利害関係者を巻きこむことが通例であるので、MARN は関係機関と

の調整機関としても重要な役割を果たすことが求められている。たとえば、農業用水を管理する農

業・畜産・食料省（MAGA）、グアテマラ首都圏の水道および下水道事業を所管するグアテマラ水

公社（EMPAGUA）、さらには、アマティトラン湖の保全を責務とし首都圏の南部地域の水環境保

全を所管するアマティトラン湖持続的管理局（AMSA）などである。さらに、厚生省（MOH）、内

務省（MOI）、地震・火山・気象・水文庁（INSIVUMEH）などの中央政府機関や地方自治体政府と

の連携・調整も必要となる。 

グアテマラ国の法制度によれば、同国の水環境管理は MARN によって主導されるべきことは明

らかであるが、一方では、多くの関係機関による連携によって行われるが必要とされている。しか

しながら、現時点では主導すべき MARN の組織的体制が弱体であり、かつ、その管理活動が極め

て限定的であることから関係機関との連携もほとんどなされていないのが実態である。 

４－２ 関係機関および活動 

以下に MARN、ならびに、関係諸機関の組織概要、水環境管理に係わるリソース、活動等につい

て述べる。 

４－２－１ 環境・天然資源省（MARN） 

（１）組織の概要 

2000 年に「環境・天然資源省設立法」（Decreto No. 90-2000, 改訂 Decreto No. 91-2000）

の制定により創設されたグアテマラ国の環境全般（水、大気、自然環境等）を所管する中

央政府機関である。この省の前身は国家環境委員会（CONAMA）と大統領府の環境・天

然資源局である。 

MARN は環境全般（大気、水質、土壌、騒音等を含む）と天然資源についての政策立

案と政策の執行をマンデートとしている。水環境保全に関しては、第 3 章において述べた

ように、「環境保全・改善法（Decreto no. 68-86, 改訂 Decreto No. 75-91 及び 90-2000）」、

「環境・天然資源省設立法（Decreto No. 90-2000, 改訂 Decreto No. 91-2000）」、「環境・天

然資源省内部組織規則（Acuerdo Gubernativo No. 186-2001）」、「受容水域へ排出される排水

の水質に関する規制（排水水質規則）（Acuerdo Gubernativo No. 186-2001）」に規定される

ように、MARN の政策・戦略の策定・執行、排水の規制、環境水質モニタリング、およ
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び、環境啓発など広い責務を有している。しかしながら、後述のように、現時点では

MARN の水環境管理に係わるリソースは殆んど整備されておらず、そのマンデートに見

合った活動はなされていない。 

なお、森林資源については環境・天然資源省の所管に属するものの、その行政管理を国

家森林局（INABU）に委託している状態であり、環境・天然資源省自体は実務をおこな

っていない。 

（２）組織体制 

MARN の組織は図 4-1 に示すように、大臣の下に 2 名の副大臣が配置されており、副大

臣の下に 7 つの局（Dirección General）が配置されている。さらに、その局の中に業務に

応じて各種の部が設けられている。MARN の事務所はグアテマラ市内にあるが、この本

部事務所のほかに全国の県単位に 21 ヶ所の地方支局を配置している。 

 

 

図 4-1 環境・天然資源省の組織図 

 

MARN の全職員数は 345 名であり、この内 286 名が正規職員、59 名が臨時職員である。

職種の内訳は表 4-1 の通りである。政策・環境戦略局（12 名、内コンサルタント 5 名）

は環境分野全般に係わる戦略策定を責務としており、現在、気候変動などの地球規模での

環境問題についての計画策定を行っている。環境・天然資源局の環境質部（24 名）は

1980 年代より環境影響評価業務の管理を行っており、現在、MARN においては最も活発

な活動をしている。国内調整局は 21 ヶ所の地方支局の統括管理を行っている。各地方支
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局には、概ね 1 名の職員と現地雇用の 3 名程度の技術職員が配置されている。組織強化・

社会参加局（職員数 10 名）は地方支局を通じて子供、大人や先住民に対する環境教育を

行っている。 

また､現在 MARN には改組計画があり、既に新しい体制図も出来ている。水法が成立し

た際、新体制に移行するとの予定である。 

表 4-1 環境・天然資源省の職員数 
 正式職員 

（人） 
臨時職員 
（人） 

合計 
（人） 

管理職 3 31 34 

専門員 25 4 29 

技術員 199 24 223 
事務職員 23  23 

現場職員 36  36 

合計 286 59 345 
注記：単位は 1,000 ケツァール 
出典：グアテマラ国財務省報告書（2005 年） 

 

本プロジェクトに関係する水環境保全行政を担当するのは、環境・天然資源局に属する

水資源・流域部であり、現在、職員数は 7 名である。将来、「水法」が成立した際に、水

環境保全行政を所管する水資源・流域部は副大臣が直轄する局に格上げされることになっ

ている。 

（３）水環境管理に係わるリソース 

予算状況 

表 4-2 は MARN の省全体としての予算状況を表す。2004 年度の支出実績は約 4.4 億円

であり、その内約 85％が職員の給料である。2005 年度の予算は約 6 億円となっているが、

これはあくまでも計画であって、この国では実績予算が計画予算に満たない場合が一般的

であることから、必ずしも 2005 年度の予算が大幅に増加したことを意味するものではな

い。 
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表 4-2 環境・天然資源省の予算状況 
 2004 年実績 2005 年予算 

運営費  

 職員給料・税金他 24,874 34,594 

 不動産借用 2.8 2.5 
 外部費用支払 920 755 

 合計 25,797 35,352 

資本費  
 直接投資 1,110 694 

 資本移転 2,378 3,903 
 合計 3,488 4,597 

総計 29,285 39,949 

注記：単位は 1,000 ケツァール 
出典：グアテマラ国財務省報告書（2005 年） 

 

水質測定・分析機材および施設 

現在、MARN の本部および支局を含めて水質測定・分析器具や装置を有しておらず水

質モニタリングも行っていない。例外的にグアテマラ市から遠方のカリブ海方向にあるイ

サバル湖付近に重金属類、窒素、リン、農薬類の測定が可能な小規模の水質ラボラトリー

があり、以前からイサバル湖やポロチ川の水質モニタリングを行っている（本省での聞き

取り調査の結果による。実態は不明）。 

将来の計画として、移動式の測定車、および、水質ラボラトリー施設を設ける構想があ

り、現在、排水水質規則の国会審議と並行して検討されている。 

移動式測定車は水質だけではなく大気、騒音、気象などについての測定が可能な機材を

搭載するもので、水質については一般物理・化学項目、重金属類、農薬類、細菌学項目の

測定を行うことができる。計画によれば、この移動測定車は 1 台当たり約 1,900 万円で、

これを 3 台設けて、全国的な環境モニタリングを実施する。 

水質ラボラトリーについては MARN の本部内に設ける計画であり、主要な装置として

は原子吸光光度計、紫外線・赤外線・ICP 分光光度計、ガスクロマトグラフ装置、HPLC

クロマトグラフ装置など高度な測定分析を実施できる装置を整備することとしている。ラ

ボラトリー施設としては機器分析室（70 m2）、細菌分析室（50 m2）、化学分析室（50 

m2）などよりなる。また、これら測定・分析の要因は職員の増員により確保し、測定・

分析技術の研修は大学の支援により実施する計画である。 

 

一般事務用機器類 

MARN の水環境管理を担当する水資源・流域部には、事務用機器類として C/P（4 台）、

汎用プリンター（2 台）があり、これらを担当職員 7 名で使用している。これらの C/P は、

現在、一般的事務作業に使われおり、水環境管理に係わる特定のデータ・ベース等は整

備・使用されていない。 
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ガイドライン・マニュアル等の整備 

MARN は既述のようにグアテマラ国の水環境管理の政策立案のみではなく、政策・法

規の執行に対して責任を有している。このように政策・法規の各種規定を執行するには、

具体の実施施策、手続き、技術方法等を述べた実施ガイドラインやマニュアルが必要とさ

れるのが通常である。現在、MARN においては、このようなガイドライン、マニュアル

等は一切整備されていない。 

（４）水環境保全に係わる活動 

水環境保全の戦略・計画 

MARN は「保全・改善法」、「環境・天然資源省設立法」、「環境・天然資源省内部組織

規則」、「排水水質規則」などの関連法規によって、グアテマラ国の水環境保全管理を主導

するマンデートを付与されている。全国的な水環境保全の戦略・計画が含まれる国家水戦

略が、現在、国会において審議されており、近々に公布される見通しとされている。 

首都圏水環境の保全・改善に係わる戦略・計画は、現在のところ策定されていない。水

環境を保全・改善することを目的とした計画は、後述のようにこれを策定するために必要

となる排水規制や環境水質モニタリングの活動が、現在、実施されていないために計画の

ための基礎的データ・情報がないために策定できる状況にはない。 

また、このような水環境保全・改善計画を策定する際には、関係するインフラ建設を責

務とするグアテマラ市水公社（EMPAGUA）、地域的な水環境管理プロジェクトを実施す

るアマティトラン湖持続的管理局（AMSA）など関連省庁、また、産業排水処理の施設建

設が義務となる民間事業者との協議・調整が必要となるが、こうした関係機関との連携に

関する活動も現在のところ実施されていない。 

 

汚染源の管理 

現在のところ、工場、商業施設、農業などの汚染源に対する規制は実施されていない。

MARN が現在行っている汚染源管理に関係する業務として、「排水水質規則」の国会審議

を進めるための利害関係者との準備協議がある。これは、現時点で停止されている排水水

質規則を発効させるためのもので、排水水質の許容値などについての事業者協会、自治体

等との協議が進行中である。この排水水質規則は 2005 年 12 月頃に発行される予定とのこ

とであり、実質的な排水規制は 4 年の猶予期間を経て 2010 年頃から実施されることとな

る。 

現在、MARN 内部では上記「排水水質規則」の 2005 年 12 月の発効を想定した排水規

制の準備作業が進められている。その準備作業の概要は、次のように 2006 年内に主とし

て産業排水を対象とした一通りの排水規制の実施体制を整備するものである。 

・ 排水事業者登録制度の普及（1 月～3 月） 

・ 排水事業者の登録実施（1 月～9 月） 
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・ 排水許可証の発行（1 月～12 月） 

・ 排水の採水および水質測定（MARN 水質ラボにおいて契約に専門技術者が実

施）（1 月～12 月） 

・ 水域の水質モニタリングシステムの普及（2 月～5 月） 

・ 発生汚泥の管理・規制（1 月～4 月） 

・ 排水再利用の規制（1 月～4 月） 

・ 水質ラボラトリーと移動測定車の整備（1 月～3 月） 

・ クリーナー・プロダクションに関するプロジェクト管理（2 月～12 月） 

・ 排水規制についての関係機関による協議・レヴュー（1 月～12 月） 

上記の排水規制は当面、その規制対象を産業排水に定めており、都市からの生活排水、

農業関連排水、廃棄物関連排水など全体的な汚染源に対する規制管理は今後の課題とされ

ているようである。 

 

環境水質モニタリング 

ここで述べる「環境水質」とは、生活排水、産業排水などの排水の水質ではなく、河川、

地下水、湖水、沿岸水などの公共水域における水の水質を意味している。グアテマラ国の

「環境保全・改善法」、「環境・天然資源省設立法」、「環境・天然資源省内部組織規則」の

水環境管理関連法の規定によれば、公共水域における水質を科学的方法によって測定・把

握し、これを定期的に公表することは MARN の責務の一つとされている。しかしながら、

現状では、MARN はこの環境水質モニタリングを行っておらず、また、その必要性につ

いても排水モニタリング（排出水の法令遵守水質検査）に比べると優先度が低く位置づけ

られている。 

本来、国際的に共有されている環境水質モニタリングの意義は二つあり、一つは科学的

に把握された水質状態を広く国民に公表することである。もう一つは、モニタリングから

得られた水質データを解析・評価した上で、目標とする水質レベル（環境基準）に到達す

るための保全・改善施策についての意思決定を行うことである。MARN の理解する環境

水質モニタリングは、単に水資源情報のインベントリーを作成する目的といったレベルに

とどまっている。グアテマラ国においては現在、環境基準が未設定であり、かつ、MARN

上層部は、その必要性についてさえ明確に認識されていない状況にある。 

以上のように、現在のところ MARN は水質データの収集・管理は行っていないが、将

来、水質データと合わせて利用することが可能な環境関連の一般的データ・ベースを有し

ている。このデータ・ベースには全国の河川図、感染流域境界図、降水量、道路図、行政

境界図、生物分布図、森林分布図などが含まれている。 

 

環境教育・普及 

MARN は組織強化・社会参加局を有しており、主に地方支局を通して子供、大人、先

住民にたいする環境全般についての環境啓発活動を行っており、パンフレット、ビデオ等
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の資料も作成されている。しかし、現在のところ、水環境に焦点をあてた活動はなされて

おらず、また、水環境管理を担当する水資源・流域部と組織強化・社会参加局との連携も

とられていない状況にある。 

（５）実施・計画中のプロジェクト／プログラム 

MARN の水環境管理を所轄する水資源・流域部が関与しているプロジェクト／プログ

ラムは、次のように殆んどが総合流域管理といった観点からのものである。（尚、本技術

協力プロジェクトと関係する案件については第 4-3 章「他ドナーによる支援」で述べる）。 

・ プロジェクト・バンブー：主に貧困層を対象とし竹を建設材料に利用することに関

係した流域管理事業。自前の資金で実施予定であるが予算は未定。MARN が主

導する。 

・ プロジェクト・タカナ：メキシコとの国境付近のスチアテ川流域におけるミクロ流域管

理事業で、メキシコとの共同実施。実施主体は国際 NGO で、MARN は資金を提

供するわけではなく、技術的サポートのみを行う。 

・ トリフィーノ・プロジェクト：ホンジュラス、エルサルバドルを含む 3 カ国が参加して行

う保護地区を対象とした流域管理事業。 

・ パカヤ・プロジェクト：太平洋に面した 9 つの村において冠水した土地の復旧を図

る事業で農業省、気象庁、国家水委員会と連携して実施する。 

・ 水経済計算プロジェクト：イサバル地域におけるミクロ流域管理において各種基準

を用いて水の環境的価値を計算する。IDB も一部資金を提供する予定。 

４－２－２ アマティトラン湖持続的管理局（AMSA） 

（１）組織の概要 

AMSA は 1996 年に、「アマティトラン湖持続的管理局設立法（Dcree No. 64-96）」によ

り創立された大統領府直轄の機関である。「アマティトラン湖持続的管理局の業務規則

（Givernmental Agreement No. 186-99）」によれば、そのマンデートはアマティトラン湖流

域内における天然資源の回復、保存、管理に関する業務を実施することである。同規則第

2 条には AMSA の主要な機能を次のように規定している。 

・ AMSA の基本計画である PLANDEMAT を実行し、その結果を定期的に評価す

る。 

・ アマティティトラン湖水系の生態系の保全・回復を計画し、関係機関と連携してこ

れを実践する 

・ アマティティトラン湖の環境悪化を防止する。 

・ アマティティトラン湖の環境に関するモニタリング・プログラムを策定する。 

・ 流域の水環境保全プログラムを策定する。 

・ 流域内の水量と水質についてのデータを収集し、その結果を敵的に公表する。 

・ 流域内の汚染原因に対する対策と管理を実施する。 

・ 流域内の工場、農産加工場に対して生産加工プロセスの改善指導を行ない汚濁

負荷の流出を低減する。 

・ アマティティトラン湖に関する観光開発を促進する。 
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・ アマティティトラン湖の環境改善に関する環境啓発を実施する。 

AMSA が管轄する地域は、グアテマラ、ミスコ、サンタ・カテリーナ、ビジャ･ヌエバ、

アマティトラン、サミゲル・エターパなど 14 の自治体の全域、または、一部であり、グ

アテマラ首都圏地域の南部地域の約 315 km2 である。 

AMSA の実施している活動は、アマティティトラン湖の環境保全を目的としたもので

あるが、地域内の植林、河川改修、環境教育、固形廃棄物の処分、一部の下水処理場の運

転・管理、湖の清掃など幅広い。水環境管理において AMSA は、後述のように水質ラボ

ラトリーを有しており、それを利用した管理地域内の河川・湖の定期的モニタリング、環

境教育などの活動を積極的に展開している。しかし、地域内の下水道網の整備は

EMPAGUA の分掌とみなされているため殆んど整備されていない状況にある。 

（２）組織体制 

AMSA の組織は図 4-2 に示すように、ディレクター、副ディレクターのもとに 10 の部

（División）が置かれている。全職員は 75 名であり、その内 35 名は本部事務所内に勤務

し、他は現場での業務に従事している。 

 

 

図 4-2 アマティラン湖持続的管理局の組織図 

AMSA の組織の中で、水環境管理に関係する部署としては、アマティトラン湖、地域

内河川の水質モニタリングを担当する環境質・湖管理部、地域内の下水処理場の運転・管

理を担当する排水管理部、地域において環境啓発事業を担当する環境教育・観光開発部が

ある。 
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（３）水環境管理に係わるリソース 

予算状況 

表 4-3 は AMSA 全体の予算状況を表す。2004 年度の支出実績は約 3.5 億円であり、そ

の内約 16％が職員の給料である。2005 年度の予算は約 6.5 億円となっているが、これは

あくまでも計画であって、この国では実績予算が計画予算に満たない場合が一般的である

ことから、必ずしも 2005 年度の予算が大幅に増加したことを意味するものではない。 

表 4-3 アマティトラン湖持続的管理局の予算状況 
 2004 年実績 2005 年予算 

職員給料・税金他 3,813 4,289 

人件費以外の支出 8,866 12,083 

資機材・消耗材 591 624 
不動産・施設・装置等 9,933 26,250 

合計 23,203 43,246 

注記：単位は 1,000 ケツァール 
出典：グアテマラ国財務省報告書（2005 年） 

 

水質測定・分析機材および施設 

AMSA は本部事務所内に水質ラボラトリーを有している。分析装置としては pH、BOD、

COD、SS などの一般物理・化学項目を測定する機材が整備されており、重金属類につい

ても比色装置を使った測定が可能である。原子吸光装置やガスクロマトグラフ装置は有し

ていないため、これらを用いた測定が必要な場合は大学等の外部へ依頼している。 

このラボラトリーにおいて地域内の河川水、湖水の水質測定を行っているが、それ以外

に検察庁からの依頼も受けている。測定・分析に係わる職員は合計 5 人である。 

（４）水環境管理に係わる活動 

水環境保全の戦略・計画 

AMSA は、その管轄範囲である首都圏南部において、インフラ建設事業を含めた総合

事業計画のなかで水環境管理に係わる戦略・計画を策定し、さらに、それを自ら実践して

いる。 

・ PLANDEAMAT（アマティトラン湖およびその流域の総合管理マスター・プラン） 

AMSA は、その管轄地域であるアマティトラン湖流域について、PLANDEAMAT と称

する総合的管理マスター・プランをもっている。この PLANDEAMAT は、AMSA の有す

るマンデートである都市・土地利用計画、環境開発など広い分野を含んでいるが、この中

で、水環境管理の戦略・計画に関係する部分は表 4-4 の通りである。これらの戦略・計画

は、AMSA のマンデートに基づいて、単に管理的業務のみではなく、現場での実業務や

施設の建設などの実施をも含むものである。 
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表 4-4 PLANDEAMAT の概要 

区分 計画内容 

1.都市・土地利用 • ビジャロボス川および支流の総合管理 

2.下水の管理・対策 • 排水処理施設のリハビリ 
• 排水処理施設の運転・管理 
• アマティトラン湖流域についての下水道マスタ

ー･プランの策定・提案 
新規排水処理場の建設 

3.産業・農業排水の管理・対策 • 産業セクターによる汚染の実態把握 
• 排水規制実施への参画 
• 流域内の産業立地の把握 
• 排水処理プロセス選定に関する企業への支援 
• クリーナー・プロダクションの開発 

4.環境教育・住民啓発 • 住民への環境啓発 
• 環境教育の実施 

5.環境質およびアマティトラン

湖の管理 
• 流域内の生活排水、産業排水についての水質モ

ニタリング 
• 流域内の河川水等の水質モニタリング 

6.観光開発 • アマティトラン湖の清掃 

出典：PLANDEAMAT（AMSA、2004 年）から要約 

 

・メガ・プロジェクト 

メガ・プロジェクトは PLANDEAMAT の長期計画に基づいて、特にアマティトラン湖

の環境改善を目的とした優先的事業を実施するものである。表 4-5 に示すように、このプ

ロジェクトは単に水環境管理の戦略・計画ではなく、流域管理、および、インフラ建設を

含んだ総合事業である。 

表 4-5 メガ・プロジェクトの概要 

区分 事業の内容 

1.ビジャロボス川の改修 アマティトラン湖へ流入するビジャロボス川の全長 12.5 km に

わたる浚渫、護岸工事などの河川改修を実施する。 

2.ビジャロボス川と並行するバ

イオ･フィルター 
ビジャロボス沿いのビジャ･ヌエバ、ビジャキャナル、サンミ

グエル･ペタパにバイオ・フィルター（藻類に処理施設）を建

設してアマティトラン湖へ流入する河川水を浄化する。この

事業にはアマティトラン湖へのエアレータの設置、湖面の清

掃も含まれる。 

3.固形廃棄物の管理 バルセナ、ビジャ･ヌエバのルート CA-09 に沿った土地に流域

内自治体から収集する固形廃棄物の処分場を建設し管理す

る。 

4.排水の収集 アマティトラン湖沿岸東南部のサン・ミゲル・ペタパ、ビジ

ャ･ヌエバからの排水を収集・処理する。 

5.メガ・プランタ処理場 生活排水、農業産業排水、産業排水、および、パリン、エス

キーナからの都市排水を第 4 項の排水と合わせて処理する。 

出典：PLANDEAMAT（AMSA、2004 年）から要約 
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汚染源の管理 

産業排水の規制といった法令に則った汚染源の規制・管理は、AMSA の権限外である

ためになされていない。しかし、AMSA は管轄区域における生活排水、産業排水、廃棄

物関連排水、農業関連排水について、アマティトラン湖の水質保全を目的とした観点から

各種の汚染源管理・対策を実施している。また、AMSA のマスター･プランである

PLANDEAMAT においては、汚染源管理に関して、汚染源情報の収集・把握、産業排水規

制への参画、産業排水処理プロセスに係わる企業への支援、クリーナー・プロダクション

技術の開発など汚染源管理への姿勢が謳われている。 

AMSA は、汚染源に関する実態把握の観点から、ビジャロボス川へ流入する汚染源の

水質測定を定期的に実施している。一つは既存の下水処理場の処理水の測定であり、サ

ン・クリストバル、メスキタル、ビジャロボス I、サンタ・イサベル、サン・ハシント、

ペロニアにおいて、概ね年 9 回の採水・測定を実施している。他方は流域内の産業排水等

であり、概ね年合計 36 回の採水・測定を実施している。 

さらに、AMSA はビジャロボス川への汚濁負荷の削減する対策として、第 2-5 項に述べ

たように、流域内の 5 ヶ所のコミュニティー・レベルの下水処理場の運転・管理を実施し

ている。 

 

環境水質モニタリング 

環境水質モニタリングに関して、AMSA は管轄地区のビジャロボス川とその支流、お

よび、アマティトラン湖について定期的な測定・分析を行っている。このような水質モニ

タリングの結果は、AMSA が毎年 2 回発行する機関情報（Informe Institucional）で公表さ

れている。 

河川については、ビジャロボス川をはじめ、その支流であるサン・ルーカス川、ピヌラ

川、ラス・ミナス川、モリノ川など合計 8 ヶ所において、年平均 6 回程度の水質モニタリ

ングを実施している。また、アマティトラン湖については、西側で 3 ヶ所、東側で 1 ヶ所

において年平均 9 回程度の水質モニタリングを行っている。この他にアマティトラン湖に

設置されたさらす曝気装置の性能確認のために 4 ヶ所においてほぼ毎週定期的に溶存酸素

を測定している。 

水質モニタリングにおける測定パラメータは、以下のように一般物理・化学項目、細菌

学的項目、有害物質、重金属類など全 22 項目にわたっている。 

・ 一般物理・化学項目： pH、電導度、酸素飽和度、溶存酸素、全溶解固形物、 

沈殿性物質、懸濁性物質、全固形物質、硬度、濁度、全リ

ン、珪素、全窒素、BOD、COD 

・ 細菌学的項目：全大腸菌群数、糞便性大腸菌群数 

・ 有害物質：シアン 

・ 重金属類：Pb、Cd、Cr+6、Cu 
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環境教育・普及 

AMSA は環境教育・普及の専門部署を有しており、この分野において活発な活動を展

開している。主要な活動は、教員に対する環境教育指導、生徒に対する環境教育、環境啓

発キャンペーン、地域住民に対する環境についての会議・ワークショップ開催などである。 

（５）実施・計画中のプロジェクト／プログラム 

AMSA の関与するプロジェクトとしては、同局の全体的な業務を含んだ PLADEAMAT

と、さらに、特に優先的課題を実施するためのメガ・プロジェクトがある。これらのプロ

ジェクトは既に述べたように、AMSA の管轄する首都圏南部における水環境管理の戦

略・計画、汚染源管理に関係する排水処理施設の運転・管理や汚染源情報の収集、ビジャ

ロボス川やアマティトラン湖の水質モニタリングなど水環境管理の活動を含んでいる。 

（６）MARN との連携活動の可能性 

AMSA は本技術協力プロジェクトが対象とする地域の約 30％相当の面積を管轄してお

り、かつ、水環境管理を実施するための各種リソースに恵まれ、活発な活動を展開してい

る。AMSA の管轄は首都圏の南部に限られているが、現在、管理のためのリソースがほ

とんど整備されていない状況にある MARN としては、AMSA のリソースを利用し早期に

首都圏の水環境管理を軌道に乗せる観点から、緊密な連携を進める必要がある。 

MARN からみて、AMSA との連携が効果的となるアイテムは次の通りである。 

・ 排水規制、および、環境水質モニタリングにおける水質測定・分析の依頼機関とし

て AMSA の水質ラボラトリーを活用する。 

・ AMSA が現在実施しているビジャロボス川（その支流河川も含む）、アマティトラン

湖の水質モニタリングから得られる水質データの収集し、首都圏全体の水質デー

タ管理に利用する。 

・ AMSA の有する首都圏南部に立地する産業についての基礎的データ・情報を収

集し、排水規制へ活用する。 

・ 各種の環境教育・普及を AMSA と連携してより効果的・効率的に実施する。 

４－２－３ グアテマラ市水公社（EMPAGUA） 

（１）組織の概要 

グアテマラ市水公社（EMPAGUA）は 1972 年に、飲料水の供給と下水道・衛生サービ

スを目的としてグアテマラ市合意書によって設立された。現在はグアテマラ市の管理から

独立しており、管理、財政、職員構成等において市から独立した機関である。現在行って

いる主業務は飲料水の供給であるが、その他に次のように首都圏の下水道や衛生問題も本

来、その業務範囲に含まれる4。 

・ 首都圏における飲料水供給と下水道の運転・管理 

・ 飲料水として用いる水資源の保全・管理 

                                                        
4 ：グアテマラ市飲料水供給マスター・プラン 2003-2020（EMPAGUA、2003 年） 
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・ 飲料水供給施設と下水道施設の計画、設計、投資、建設、監理 

・ 飲料水供給、衛生、下水道に係わる調査・研究 

・ 首都圏における飲料水、下水道、衛生についての環境教育の実施 

EMPAGUA の飲料水供給範囲はグアテマラ市に加えてミスコ、サンタ・カタリナ・ピヌ

ラ、チナウトラ、ビジャ･ヌエバ等自治体の一部地域を含んでいる。給水世帯数は現在約

19.5 万世帯で、給水量は日量約 34 万 m3 である。表流水を水源とする浄水場が 5 ヶ所

（ロ・デ・コイ、ブリガダ、ラス・イルシオネス、サンタ・ルイサ、エル・カンブライ）、

また、地下水取水用施設（オホ・デアグア）が一ヶ所あり、全体給水量の約 45％は地下

水である。 

（２）組織体制 

EMPAGUA の組織構造は図 4-3 に表すように、管理・財政部門と技術部門とに分かれて

いる。下水道部門は組織上、特に別個に独立していない。職員は EMPAGUA 全体で 1,340

人であり、ほとんどの職員が飲料水供給に係わっている。下水道関係には下水管の維持・

管理に 150 人、処理場の運転、および、水質分析・測定に 20 人程度が係わっている。 

 

図 4-3 グアテマラ市水公社の組織図 

（３）水環境管理に係わるリソース 

予算状況 

EMPAGUA の収入は水道料金と下水道料金であり、グアテマラ市等からの補助金はなく、

財政的に独立した運営がなされている。下水道料金は上水道料金に 20％上乗せして徴収

されており、年間の総収入は約 48 億円である。支出については、電気代が最も大きく 40

～50％を占め、次いで職員給料が約 22％、運営費が約 12％、薬品代が約 5％、残りは投

資準備金である。 
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水質測定・分析機材および施設 

各浄水処理場には水質ラボラトリーがあり、原水、浄水場処理水、配水について原則と

して毎月水質検査を実施している。現場の測定が難しい水質パラメータ（例えば微量農薬

等）については EMPAGUA の職員が常駐勤務しているサン･カルロス大学の衛生・水資源

学部において測定する。EMPAGUA とサン･カルロス大学工学部の衛生・水資源コースと

は古くから連携関係にあり、現在、大学にある測定機器類のいくつかは EMPAGUA の所

有である。 

（４）水環境管理に係わる活動 

水環境保全の戦略・計画 

EMPAGUA は後述のように首都圏の生活排水、工場排水等の処理についての下水管理マ

スター・プランを有している。このマスター・プランの内容は、2003 年から 2020 年まで

の期間に首都圏の下水道関連施設を建設・運転する計画を述べているが、この計画の実現

によって首都圏の水環境がどのように保全・改善するかについては明らかにされておらず、

しかも、2005 年現在このプロジェクトは開始されていない。 

このように、EMPAGUA は、首都圏の水環境保全・改善に対して、下水道の建設・運転

という立場から責任を有しているが、現在のところ有意な戦略・計画を持っていない状況

にある。 

 

汚染源の管理 

現在、EMPAGUA はコミュニティー・レベルの小規模下水処理場（2 ヶ所）の運転・管

理を行っているが、これは 1980 年代に他機関によって建設された下水処理施設を利用し

ているに過ぎない。前述の水環境保全の戦略・計画と同様に、EMPAGUA は首都圏の生

活排水や産業排水に対して、下水道インフラの建設・運転、および、その下水道の適切な

運転を行うための産業排水管理を行っていない状況にある。 

 

環境水質モニタリング 

EMPAGUA は飲料水水源の河川等の水質モニタリングを実施しているが、それらは主に

首都圏地域外の水域についてのものである。首都圏の河川については、多少の水質測定を

行っているが、これは住民のクレームや顕著な水質問題が生じた場合において緊急対策と

して実施したものである。このように EMPAGUA は、首都圏の水域についての体系的な

水質モニタリングは実施していない状況にある。 

 

環境教育・普及 

EMPAGUA は下水処理場等において子供用の環境教育を実施しており、教育ビデオや各

種教材を開発・整備している。このような環境教育を実施するために同公社内に専用ユニ
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ットがあり 5 人の職員が配置されており、学校、地域コミュニティー等と連携して活動し

ている。 

（５）実施・計画中のプロジェクト／プログラム 

PLAMAP 2020 

PLAMAP 2020（グアテマラ市飲料水供給マスター・プラン 2020）は、目標年次を 2020

年に設定し、給水量の増加、漏水損失の削減、水資源の効果的・効率的利用を目的とし、

表 4-6 のような EMPAGUA の飲料水供給計画を述べたものである。増加する水需要に対

しては、首都圏外における表流水源、地下水源の開発が必要としている。 

 

表 4-6 2020 年飲料水供給マスター・プランの概要 

項目 2005 年 2020 年 

給水地域 Guatemala 全域、Santa Catelina 
Pinula、Chinautla、Mixco、Villa 
Nueva、Villa Canales、Petapa の一

部 

Guatemala、Santa Catalina Pinula、
San Jose Pinula、Chinautla、
Mixco、Amatitlan、Villa Nueva、
Villa Canales、Petapa の全域 

対象人口 約 200 万人 277～380 万人 

平均給水率 200～230 lit/cap./day 170～200 lit/cap./day 

漏水損失 43～50% 37～41% 

総水需要量 日量 60～70 万 m3 日量 76～91 万 m3 

水単価 3.25 ケツアール（49 円）／m3 9.50 ケツアール（143 円）／m3

出典：グアテマラ市飲料水供給マスター・プラン 2020（PLAMAP）（EMPAGUA、2003 年） 

 

2020 年下水管理マスター・プラン 

EMPAGUA が 2003 年に策定した 2020 年下水管理マスター・プランは、2020 年を目標

とした下水道整備計画を示している。この計画は 1996 年の我国に実施した開発調査によ

るマスター・プランの改訂版であると説明されている。 

下水管理マスター・プランによれば図 4-4 に表すように下水道地域はグアテマラ、サン

タ・カテリーナ・ピヌラ、サン・ミゲル・ペタパ、ビジャ･ヌエバ、アマティトラン、ミ

スコ、チナウトラの全域、および、サンペドロ・サカテペケス、サンフアン・サカテペケ

ス、サン・ライムンド、サン・ホセ・ピヌラ、ビジャ・カナルの一部である。この計画に

よれば下水道は、対象地域の地形や人口数によって、都市型の集中処理場を有する下水道

と小規模な衛生施設とによって構成される。このような形態の下水道によって表 4-7 に示

すように、3 段階で施設を建設する計画であり、総工事費は約 114 億円と見積もられてい

る。 
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図 4-4 2020 年下水管理マスター･プランの下水道対象区域 

この計画では、下水道施設の建設による効果として、首都圏の水環境がどの程度改善す

るかは一切、言及されていない。したがって、マスター・プランは水環境保全・改善では

なく、単に住環境の改善といった観点から策定されていると理解される。また、このマス

ター・プランは自治体、地域住民との下水道料金についての合意が得られていないために、

現在、実施が困難となっている。 

 

表 4-7 2020 年下水管理マスター・プランにおける施設建設費 
  第 1 期 第 2 期 第 3 期 

年次 （2003～2006
年） 

（2007～2008
年） 

（2009～2012
年） 

合計 

下水道 34 32 28 94 

衛生施設 6.9 6.5 6.3 19.7 

合計 40.9 38.5 34.3 113.7 

出典：2020 下水管理マスター・プラン（EMPAGUA、2003 年） 
注記：金額単位は億円（１ケツアール＝15 円として計算） 
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（６）MARN との連携活動の可能性 

EMPAGUA は本技術協力プロジェクトが対象とする首都圏の下水道整備を責務としてい

るので、水環境保全・管理について MARN との緊密な連携が必要とされる。 

MARN からみて、EMPAGUA との連携が効果的となるアイテムは次の通りである。 

・ 排水規制、および、環境水質モニタリングにおける水質測定・分析の依頼機関とし

て EMPAGUA の水質ラボラトリーを活用する。 

・ EMPAGUA の有する首都圏の人口、産業等の基礎的データ・情報を収集し、排

水規制へ活用する。 

・ 各種の環境教育・普及を EMPAGUA と連携してより効果的・効率的に実施する。 

４－２－４ 地震・火山・気象・水文庁（INSIVUMEH） 

（１）組織の概要 

地震・火山・気象・水文庁（INSIVUMEH）は通信・インフラ・住宅省に所属し、1976

年にグアテマラ国の地震、火山、気象、水文等のデータを収集・管理する機関として設立

された。全国に約 40 ヵ所の測候所・現場事務所を有している。水に関しては河川流量、

水質、降雨量、蒸発散量の定期的測定、データ管理を実施している。近々、大気汚染や地

下水水質についても観測を開始する計画である。 

組織は図 4-5 に示すように水文、気象、火山・地質、財務管理、プロジェクト計画・国

際関係などを担当する 5 つの部（Departamento）のもとに、合計 15 の実施ユニットより

構成される。この内、本技プロに関係するのは流量・水質観測を担当する水文部、および、

降水、蒸発散、気温などを担当する気象部である。 

職員は全体で 205 名、その内約 90 名はグアテマラ市の本部に、また、その他職員は全

国に配置された地方観測所に勤務している。 
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図 4-5  地震・火山・気象・水文庁の組織図 

 

（２）水環境管理に係わるリソース 

表 4-8 は INSIVUMEH 全体の予算状況を表す。2004 年度の支出実績は約 1.6 億円であり、

その内約 68％が職員の給料である。2005 年度の予算は前年度とほぼ同じ約 1.5 億円とな

っている。 

表 4-8  地震・火山・気象・水文庁の予算状況 
 2004 年実績 2005 年予算 

職員給料・税金他 7,050 7,128 

人件費以外の支出 2,379 2,379 

資機材・消耗材 601 606 
不動産・施設・装置等 405 217 

合計 10,435 10,330 

注記：単位は 1,000 ケツァール 
出典：グアテマラ国財務省報告書（2005 年） 

 

INSIVUMEH は水質の測定・分析施設を有している。手分析資機材、原子吸光装置を装

備しているので一般物理・化学的項目、重金属類の測定は可能であるが、BOD、細菌学

的項目等の水質汚染状態を測定する資機材は装備されていない。水質ラボ関連業務として

合計 5 人の職員（大学の化学系卒業）が配置されており、内 2 名は主に現場採水・測定に、
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3 名はラボ内測定・分析に従事している。 

その他、河川流量測定装置やそれらの通信・データ管理システムを所有している。 

（３）水環境管理に係わる活動 

河川の水量観測は全国 60 ヶ所で連続的に行われており、観測データはテレメータ・シ

ステムによって本部で収集されている。ただし、本プロジェクト地域の首都圏において水

量観測点はない。収集データは毎年、観測レポートとしてまとめられ公表されており、一

部は同庁のウエブ･サイトでもリアルタイム・データとして閲覧できる。 

INSIVUMEH は全国河川水の水質モニタリングを 15 ヶ所の地点（モタグア等主要水

域）において、2 年前から定期的（ほぼ毎月）に実施しており、その結果は毎年、年報と

して公表されている。この水質モニタリングは、水資源の水質インベントリーを作成する

といった観点からのものであり、水質の汚染状況を把握する目的とは異なる。モタグア川

においては 2 ヶ所（グアラン、マラカタン）、また、マリア・リンダ川においては 1 ヶ所

（アチグアテ）に測定点が設けられている。が、首都圏の汚染が著しい地点での水質測定

は実施されていない。 

水質モニタリングの測定パラメータは、次のように現場分析項目が DO、ph、水温など

12 項目、また、ラボ内分析項目は物理・化学的項目、重金属類を含む 45 項目である。 

・ 現場測定：外観、電導度、臭気、溶存酸素、酸素飽和度、酸化・還元電位、塩分、 

全溶存固形物、温度、ph 

・ 物理学的項目（水質ラボ測定）：外観、電導度、ph、全溶解固形物、温度、濁度 

・ 化学的項目（水質ラボ測定）：アルカリ度、Al、アンモニア、重炭酸、ホウ素、Cd、 

Ca、遊離シアン、全シアン、Zn、色度、Cu、Cr、COD、

硬度、フェノール、フッ素、ホルムアルデヒド、リン酸

塩、リン、全鉄、リチウム、Mg、Mn、Ni、亜硝酸塩、

硝酸塩、Pb、K、Si、Na、硫酸塩、界面活性剤 

（４）MARN との連携活動の可能性 

INSIVUMEH の本来の活動は直接的には水環境管理を目的としたものではないが、水環

境管理を行う MARN の立場から見ると次のような連携活動を行う可能性がある。 

・ 全国河川についての流量、および、水質データの利用。 

・ 水質測定・分析の依頼先機関としての連携。 

・ 降雨量、蒸発散量等の気象データの利用。 

４－２－５ 地方自治体新興庁（INFOM） 

（１）組織の概要 

INFOM は 1957 年、法律 No.1132 によって、地方自治体の育成・強化を目的として設立

された。主な業務はグアテマラ市等首都圏の自治体を除く全国 325 の自治体に対して財政

的、および、技術的支援を行うことである。これはグアテマラ政府が指向する地方自治体
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の強化による地方分権化を促進する政策の一環でもある。INFOM が主体的に事業を計画

するのではなく、自治体からの要請を受けてこれを支援する。 

支援の対象とする分野は、主として給水であるが、下水、廃棄物処理なども行っている。

INFOM は水環境管理に直接係わる機関ではないが、良く整備された水質分析ラボラトリ

ーを有しており、自治体からの要請、また、民間からの有償依頼に基づいて測定・分析業

務を行っている。 

INFOM の実務組織としては情報・統計部、財政局、管理局、自治体強化局、技術調

査・自治体連携部、内部監査局などがある。職員数は地方の 6 事業所に勤務するものも含

めて全体で 425 人である。 

（２）水環境管理に係わるリソース・活動 

INFOM の水質ラボラトリーは 1994 年に設立され、化学分析および生物分析が可能な人

員と施設を有している。現在の職員数は生物分析担当が 1 名、化学分析担当が 3 名、他の

職員を合わせて全体で 9 名である。 

分析室は分析種別ごとに機能的に設計されており、グアテマラ国の水質ラボとしては最

も良く整備されていると思われる。生物分析は大腸菌群、糞便性大腸菌、一般細菌などの

検査が可能で滅菌装置も完備されている。化学分析については、BOD、COD、全窒素、

全リンなどの基礎的項目から原子吸光装置を用いた重金属類の測定が可能である。また、

微量有機物の高速分析が可能な GC/MS も備えている。INFOM ラボラトリーにおいて測

定・分析が可能な水質パラメータは以下の通りである。 

・ 物理学的項目：臭気、外観、色度、温度、濁度、pH、電導度、全固形物、溶解性 

固形物、沈殿性固形物、揮発性固形物、懸濁性固形物 

・ 化学的項目：酸度、アルカリ度、塩化物、炭酸塩、全硬度、カルシウム硬度、マグ 

ネシウム硬度、Mg、F、全鉄、全 Mg、硝酸塩、硫酸塩、全塩素、残留

塩素、6 価 Cr、界面活性剤、硫化物、硫化水素、I、K、Si、B、臭素、

溶存酸素、BOD、COD、リン酸塩、アンモニア性窒素、リン化合物、

全リン 

・ 細菌学的項目：糞便性大腸菌、大腸菌群、バクテリア数 

・ その他項目：ジャーテスト、ろ過試験、凝集試験、沈降試験、凝集最適 ph 試験 

 

INFOM ラボラトリーでは年間、約 1,600 程度の試料の分析を行っているが、75％が民

間、15％が地方自治体、10％が INFOM の関連プロジェクトからの依頼である。民間から

の試料は有償での依頼である。 

（３）MARN との連携活動の可能性 

INFOM 自体は水環境管理に係わる活動は行っていないが、良く整備された水質ラボラ

トリーがある。MARN からみると次のように連携先として考えることができる。 

・ 水質分析試料の分析・測定の依頼先ラボラトリーとして利用する。 
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・ 今後、MARN が自身で水質ラボラトリーをもった場合の職員の研修機関として利

用する。 

４－２－６ 農業・畜産・食料省（MAGA） 

（１）組織の概要 

MAGA はグアテマラ国の農業、畜産、その他食料全般に関し広い権限を有する中央政

府機関である。水環境管理に関係する分野としては、農薬・肥料、灌漑用水の管理である。

本調査においては水環境の農薬・肥料による汚染に焦点を絞り、これらについての同省の

管理・取組みの現状を調査した。 

MAGA の組織を図 4-6 に示す。農薬・肥料等の管理は基準・規格部の動植物エリアが

担当している。MAGA の全職員は約 1,000 名で、基準・規格部の職員数は約 80 名、動植

物エリアの肥料、農薬等についての管理を担当している職員は約 15 人である。 

（２）水環境管理に係わるリソース・活動 

MAGA が管理・登録業務の対象としているものは、農薬、雑草剤、殺虫剤、生物性殺

虫剤、有用昆虫などであり、これらの製造・販売などの許可・登録を行っている。規制対

象となる資機材の輸入・製造には許可が必要になり、ロットごとに ID 番号を付して登

録・管理することになる。登録のないものは没収し、関係者は法律に基づいて処罰される

こととなる。 

農薬類について、現在、ガ国では DDT、アルドリン等の 15 種類が規制されており、こ

れらの輸入・製造・販売・使用は禁止されている。このような禁止農薬は、現在一般に出

回っているわけではないが密輸等により完全にないとはいえない。時々、禁止品がみつか

ることがあるが、これは密輸等によるもので値段が安いことが原因である。農薬や肥料に

ついてはそれぞれの業者の協会が、農家に対して安全・適切な使用・保管方法を指導して

いるが、環境水の農薬類による汚染調査は、MAGA としては実施したことがない。 

MAGA としての水質ラボはないので、必要な場合は厚生省のラボに依頼することにな

っている。 
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図 4-6 農業・畜産・食料省の組織図 

（３）MARN との連携活動の可能性 

MAGA 自体が直接的に水環境管理に係わる業務を行ってはいないが、MARN としては

今後、次のような連携活動が必要となってくる。 

・ 汚染源管理の一環として農薬類、肥料の使用方法と規制管理についての連携活

動が必要となる。 

・ 水質モニタリングによる農業用水源の水質データの共有、および、水質保全対策

等において連携活動が必要となる。 

４－２－７ サン・カルロス大学（USAC） 

（１）組織の概要 

USAC はグアテマラ国の古い伝統を持つ国立総合大学である。工学部の大学院に衛生・

水資源工学地域コース（ERIS）があり、水環境管理や水質測定・分析に関する研究・調

査を行っている。高度な測定装置を有する水質ラボラトリーを持っており、学生はグアテ

マラ国省庁、中南米諸国からも着ており、現在約 14 名である。過去、国内の省庁

（INSIVUMEH、MAGA、MOH）、ヨーロッパ諸国の大学、WHO 等との連携した活動を

行っている。 

（２）水環境管理に係わるリソース・活動 

ERIS の水質ラボラトリーは同大学の敷地内にあり、現在、EMPAGUA の職員 2 名が常

駐して分析室で水質分析を行っている。EMPAGUA の飲料水に測定・分析はこのラボラ

トリーで行われており、大学と共同で維持管理をなされており、維持管理費ついては大学

と EMPAGUA で共同出資している。分析機材は大学に供与されたもの、EMPAGUA に供
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与されたものとあるが、それぞれ自由に使えるようになっている。 

水質ラボラトリーでは、大腸菌群などの細菌試験、吸光光度計による分析から原子吸光

による重金属分析、GC（2 台）等があり、それぞれ農薬・有機塩素化合物の分析ができ

る体制にある。しかし､分析室内は雑然としており、管理状況は悪いようである。 

ERIS は EMPAGUA 以外の機関からの分析も有償で引き受けており、水処理のプラント

実験等を共同で行っている。また、省庁機関職員の水質測定・分析に関する研修も行って

いる。 

（３）MARN との連携活動の可能性 

ERIS は本来、衛生・水資源工学に関する学術研究を目的としているものの、実調査や

研修についての他機関との連携活動についても積極的である。したがって、次のような

MARN としての連携可能性がある。 

・ 水環境管理に関する調査・研究を共同で実施する。 

・ 水質測定・分析技術・手法の研修を行う。 

・ 環境水質モニタリングや産業排水規制モニタリングの測定。分析を依頼する。 

４－２－８ その他機関 

首都圏内およびその周辺の自治体政府は、住民の健康と住環境を保全する観点から水環

境管理に係わる責務を有すると思われるが、現状ではこの分野において特別な体制をとっ

ておらず、また、活動も行っていない。 

グアテマラ国大統領府の中に国家水委員会がある。同委員会は「水法」が成立するまで

の 3 年間に限った時限措置として設置されたものであるが、特別な活動はしていない状態

である。 

４－２－９ 関係機関のリソース・活動のまとめ 

以上のべたグアテマラ国における関係機関の水環境管理についての現状のリソース、お

よび、活動を表 4-9 に要約した。 
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アイテム MARN 

（環境・天然資源省） 
AMSA 

（アマティトラン湖持続的管理局） 
EMPAGUA 

（グアテマラ市水公社） 
INSIVUMEH 

（地震・火山・気象・水文庁） 
INFOM 

（地方自治体振興庁） 
MAGA 

（農業・畜産・食料省） 
USAC 

（サンカルロス大学） 
機関の概要  ・2000 年に発足したグ国の環境全般（水資、大

気、自然環境等）を所管する中央政府機関。

全国 22 ヶ所に地方事務所を有し、総職員数

は 347 名。 
・水環境保全については環境管理・天然資源

局の水資源・流域部（職員数は 7 名）が担当し

ているが、水関連法規が発効すれば新規部が

創設される予定。 
・環境教育については別途、環境教育局が担

当している。 

・1996 年に設立された大統領府直属機関で、アマ

ティトラン湖の水質保全を責務とする。 
・グアテマラ市南部のビジャロボス川等の流域にお

いて地域内の自治体に代わって、排水処理施設の

運転・管理を行っておりまた、水質モニタリング、ゴ

ミ、植林、侵食防止等の活動をしている。 
・全職員数は 75 名である。 

・グアテマラ市の水道・下水部門が独立した

公社でグ市および首都圏周辺地域の給水・

下水業務を実施しおり、全職員数は 1340
人である。 
・ 業務活動の殆どは地域内の約 20 万世

帯に対する給水であり、下水については既

存下水管と古い小規模な下水処理場（2 ヶ

所）の運転を行っている。 
 

・通信・インフラ・住宅省に属す

る気象・水文データを測定・管

理する中央機関で、全国に約

40 ヶ所の測候所・事務所を有

し、全職員数は 205 名である。 
・ 水質ラボを有しており全国河

川の水質測定も実施している。 

・グアテマラ市以外の全国地

方自治体おける主に給水施設

を整備するための技術的およ

び財政的支援を行う中央政府

機関で、全職員は地方の 6 事

業所を含めて 425 人である。 
・主要事業は給水であるが、部

分的には下水・衛生施設、ゴミ

処理などについての支援を行

う。 

・全国の農業関連を統括管

理する中央政府機関で全

職員は約 1000 名である 
・農業資材登録管理部（職

員数約 80 名）において肥

料、農薬等についての管理

をおこなっている。 
 
 

・国立大学で、工学部の

衛生・水資源コース

（ERIS）があり、水質分

析、水汚染の研究等を

関連機関と連携して行っ

ている。 

政策・戦略・計

画・基礎データ 
・国家政策としての「バモス・ガテマラ」、「ガテ・

ベルデ」などがある。 
・現在、国会において水資源政策」が審議され

ている。 
・水質保全・改善計画が策定されていない。 
・水質汚染に係わる基礎データは殆どなし 

・管理区域内（首都圏南部）について

「PLANDEAMAT」、「メガ・プロジェクト」の計画が

あり、それらの計画を予算のある限り実施している。

・首都圏南部地域の人口、土地利用、産業立地な

どのデータを所有している。 

・上水道・下水道についての M/P が策定さ

れている。給水については計画に沿って進

められているが、下水道については実施で

きていない。 
・首都圏の給水区域における各種データを

所有している。 

・全国の降水量、気温、河川水

質、地下水水質等を所有してい

る。 

      

汚染源の規制・

管理 
・現在、排水管理の業務執行のための法令が

なく実施できていない。2006 年より排水の規

制・管理を開始する準備をしている。 
・水関連法規が発効された後、登録・検査を行

うための準備はしているが現在、実施能力はな

い。 
・新規事業に対しては EIA 審査を行っている

（環境質部）。 

・定期的に管理区域内の工場排水の水質チェック

を行っている（法令遵守検査ではない）。 
・現在、ビジャロボス川の約 30％を処理するラグー

ン施設を建設中。 
 

・首都圏の小規模な下水処理場（2 ヶ所）の

運転を行っている。本格的な生活排水の処

理は行われていない。 

    ・農薬については規制法が

あり、現在 15 種類の農薬

の製造・輸入・使用が禁止

されている。 

  

水質モニタリン

グ 
・計画なし 
・水資源としてのインベントリーを作成する考え

はあるが、水の保全・改善を目的とした環境水

質モニタリングの必要性についての認識が薄

い（同様の趣旨で環境基準もない）。 
・他機関からの水質データ収集もしていない。 

・首都圏南部の水質モニタリングの計画を持ってお

り、それを定期的に実施している。 
・一般項目についての河川・湖等の定期的水質測

定を自前の水質ラボで行っている。 
・水質データを C/P に保管しレポート作成に利用し

ている。 
・水質データを評価・解析した上で首都圏南部の

水質改善対策に利用している。 
・定期的に水質レポートを発行している。 

・クレーム等に基づいて不定期に河川水質

のモニタリングを実施している。 
・水源、給水の水質検査を行ない評価に利

用している。 

・全国 15 ヶ所河川水の定期的

水質測定を計画し実施してい

る。 
・毎年、河川水質レポートを発

行している。 

・上水、排水等の測定・分析を

自治体や民間の依頼により実

施している。 

   

水質測定・分析

施設 
・なし 
・水質関連法規が発効された後、移動式測定

車、水質ラボを設ける計画あり。 
・イサバル地区に小規模なラボがあり、水質モ

ニタリングを実施している。 
・全国 22 ヶ所の地方事務所に携帯用水質計

を供与する予定。 

・一般物理・化学項目が測定可能な水質ラボを有し

ている。 
・原子吸光、ガスクロ装置は有しない。 
・特殊項目については外部機関に依頼して実施し

ている。 

・一般物理・化学項目が測定可能な水質ラ

ボを有している。 
・特殊項目については USAC 大学と提携し

て実施している。 

測定項目は一般物理・化学項

目に限定されているが、自前の

水質ラボで実施している。 

最新型の測定装置（マスガスク

ロ）を含むほぼ全ての測定・分

析施設が整備されている。 

水質ラボは有しておらず、

必要な場合は厚生省のラボ

へ依頼する。 

水質ラボを有しており、

マスガスクロを含むほぼ

全ての測定・分析施設が

整備されている。 

環境教育・情報

普及 
・環境全般についての教育資料を作成してい

る。 
・環境全般についての活動を環境教育局が実

施している。 

・AMSA の活動報告、各種レポート等各種の情報

資料を有している。 
・一般住民、子供に対する環境啓発が行われてい

る。 

・子供に対する環境啓発を行っている。 
・ビデオ等各種の情報資料を有している。 

    関連協会と連携して農家に

対する農薬・肥料の使用指

導を行っている。 

  

他機関との連携

の現状および

可能性 

汚染源管理、水質モニタリング、環境教育など

全ての面で他機関との連携を必要としている

が、現在、連携活動に対する働きかけが殆どな

い。 

・管理区域内の植林について自治体と連携してい

るが、他にはない。 
・首都圏南部において、水質改善保全活動を実施

しているので、MARN とは水質モニタリング、汚染

源管理等の多くの点において連携すべき必要性・

可能性を持っている。 
 

・環境教育において学校等と連携している。

・MARN とは生活排水処理について連携す

べき必要性・可能性をもっている。 

河川水のモニタリング、地下水

調査を行っており、水質ラボが

あるので、MARN とは連携の可

能性あり（水質分析の依頼先と

して）。 

水質測定・分析のラボがあるの

で、MARN とは連携の可能性

あり（水質分析の依頼先とし

て）。 

肥料・農薬規制について

MARN との連携が必要。 
水質測定・分析のラボが

あるので、MARN とは連

携の可能性あり（水質分

析の依頼先として）。 
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４－３ 他ドナーによる支援 

首都圏地域、ならびに、MARN に係わる水環境関連分野における他ドナーの支援は次の通りであ

る。これより、MARN の水環境管理に直接に関係する他ドナー支援プロジェクトは現在のところ存

在していない。 

（１）環境戦略・組織強化プロジェクト（FIPA） 

2003 年に USAID の資金により、MARN の組織強化を目的とした支援プロジェクトを実

施されたが、現在は終了した。同プロジェクトは小規模なもので、MARN の環境戦略や

組織についての助言を得た程度である。このプロジェクトにおいて、「水法」が成立した

後の MARN の将来組織図が提案された。 

（２）GTZ 地方自治体強化プロジェクト 

現在、GTZ によるプロジェクトが進行しているが大規模なものではなく、ドイツ人 1

名。ローカルコンサル 2 名よりなる小規模な支援である。プロジェクトの内容はグアテマ

ラ国政府および MARN が指向している権限の地方移譲（Decentralization）と地方自治体

の強化を図るもので、環境全般を対象としているが、現在、特にゴミ処理に焦点を絞った

活動を展開している。 

（３）米州開発銀行（IDB）による支援 

AMSA が現在進めているメガ・プロジェクトに対して IDB としての融資を検討してい

る。対象とするプロジェクトは、新規廃棄物処分場の開発、ビジャロボス川の護岸・改修

工事、流域の植林、グリーン・フィルター建設工事などよりなる。融資総額は約 3.2 億円

（21 百万ケツァール）であり、2005 年 12 月の国会審議を経て決定する。このプロジェク

トに対しては IDB の他に OPEC も 75 百万円（5 百万ケツァール）の融資を行うことにな

っている。 

ビジャロボス川の水を、アマティトラン湖を迂回するバイパスにより流下させるプロジ

ェクトについては、このプロジェクトによる環境影響が懸念されるので、IDB としては

F/S に対しては融資するが、本格プロジェクトについての融資は予定していない。 

４－４ 首都圏水環境保全の問題分析 

本章では MARN をはじめとする関係機関の水環境管理の体制と活動の現状について述べた。現

下のグアテマラ国水環境保全は、AMSA が首都圏南部地域で実施している地域限定的な活動を除け

ば、関連するいくつかの法規があるのみで、一元的な計画に基づく水環境保全の活動は行われてい

ないに等しい。つまり、MARN という責任省庁による政策・戦略計画の下で汚染源管理、環境水質

モニタリング、環境教育・情報普及の諸活動が体系的に行われていない。これは、MARN が設立さ

れたのが 2000 年で、人員・組織・財政面でほとんど水環境保全活動を実施する体制にいたってい
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ないためと考えられる。 

現在の MARN を中心とし、首都圏の水環境保全における主要な問題点を以下に記す。 

・ 水質管理に必要とする法制度・基準が確立されていない。 

・ 現在、グアテマラ国には水環境管理に関する法令（「環境保全・改善法」など）が一応制定

されているが、そのうち、排水規制において最も重要な「排水水質規則（2003 年制定）」

が国会決議により停止中である。したがって、現在のところ、MARN が水質管理を遂行す

る法的根拠がない状況にある。新たな排水水質規則や MARN に対して多くの権限を与える

水法が、本年末の承認を目処に国会の審議待ちの状況にある。また、水環境管理行政の数

値目標を定める環境基準が設定されておらず、MARN においてはその必要性についての認

識が薄い。 

・ 水環境保全・改善計画や水環境管理計画が検討されていない。 

・ 下水道セクターや民間セクターとの協調において遂行される水環境保全・改善に関する目

標・戦略などの計画が、これらを主導すべき MARN において検討されていない。また、保

全・改善を促進・管理するために行う汚染源管理、環境水質モニタリング、環境教育・普

及などに係わる実施計画がない。 

・ 水環境関連機関における連携メカニズムがない。 

・ 水環境管理を主導する MARN として、AMSA、EMPAGUA 等関連機関との連携の下に、有

用なリソースを動員して効率的な管理行政を目指すべきであるが、このような連携の重要

性・有効性が認識されていない。 

・ 汚染源管理がなされていない。 

・ 排水源に対する規制等の管理（認可、登録、遵守検査、違反への処分など）が、現在、関

係法令がないことからなされていない。関係法令の成立を待っている状態にあるが、成立

後、これを実施するための体制（職員教育、ガイドライン・マニュアル、水質検査機材、

他機関との連携等）をとるべき準備が用意されていない。 

・ 環境水質モニタリングのなされておらず、その必要性が認識されていない。 

・ 環境中（河川水、湖沼、地下）の水に対する継続的なモニタリングの必要性が認識されて

いない。また、これを実施するための体制（職員教育、ガイドライン・マニュアル、水質

測定、分析機材、他機関との連携等）が備わっていない。MARN が指向するモニタリング

は水資源の水質に関するインベントリーを作成するといったもので、水環境の保全・改善

を目的とした環境水質モニタリングとは性格が異なる。 

・ 水質に関する積極的な環境教育・情報普及がなされていない。 

・ MARN においては環境教育局が環境一般についての環境啓発を実施しているが、水質につ

いての積極的な活動は少ない。また、現在のところこの活動について、AMSA、

EMPAGUA 等との連携もとられていない。 

・ 以上の MARN を中心とするグアテマラ国水環境管理における問題分析結果を図 4-7 の問題

分析系図に表した。 
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図 4-7 首都圏水環境管理の問題分析系図 
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第 5 章 プロジェクトの設計 

５－１ プロジェクト・アプローチと目標 

第 2 章で述べた水質汚染の進む首都圏の水環境を改善策としては、下水・排水処理、水環境の直

接浄化などのハード面からの対策をとる事が挙げられる。また、これに加えて工場排水に対する規

制（法令遵守水質検査、罰則の適用など）、公共水域の水質（汚染）状況の把握するための水環境

モニタリング（これには水質分析室の整備も必要）、環境教育といった法律・ソフト面からのアプ

ローチも方策として挙げることが出来る。しかし、4 章で述べたようにグアテマラ国内では排水水

質規制も発効されていない上に、管轄省庁で MARN の組織・体制面で以前未整備な点が多く、ハ

ード面・ソフト面いずれの対策も取られていないので現状である。 

本技術協力プロジェクト設計にあたって、案件終了後も MARN が独自に活動を行っていける事

を第一義にした。このため、機材供与を伴うようなハード面からの狭義な技術協力ではなく、実施

主体である MARN が、首都圏水環境管理に係わる行政を適切に実施できるように、その職員・組

織の総合的管理能力を強化するといったソフト面での強化を目標とすることとした。具体的な活動

対象として第 4 章 4-4 で示した 6 項目から②、④、⑤、⑥を選定することにした。③の連携メカニ

ズムについては④～⑥の活動を通じて間接的に強化することとした。 

これらの 4 項目については「目標とすべき水環境保全体制」と「現状の水環境保全体制」とのギ

ャップ（差分）に基づいて抽出される。このような考え方に基づいて表 5-1 にそれぞの分野ごとの

課題を整理した。本プロジェクトにおいて取り組む課題は同省の弱体な実施体制を考慮し水環境保

全の基礎的部分に限定している。また、社会・経済、行政システム上類似性の高い第 3 国リソース（専門家/

研修）の活用を想定することとする。 

表 5-1 能力強化の課題 
項目 目標とすべき体制 本プロジェクトにおいて取組む課題

① 水環境保全

計画および

戦略 

他機関との協調メカニズム構築し（AMSA、EMPAGUA 他

機関との連携のための合意書の締結）、一元的な水環境保

全・改善計画および戦略が策定され、それが実施される。 

水環境保全管理に係わる MARN の

内外の組織および協調制度の改善、

および、首都圏水環境保全戦略立案

についての提言・支援する。 

② 排水の管理 認可・登録システムの構築、排水検査に係わるマニュアル

作成、分析資機材の整備、排水検査の実施、検査結果に基

づく行政指導の実施、排水源情報の整備などの排水規制体

制を確立する。（排水管理により得られた情報が水環境保全

戦略・計画の立案に利用される）。 

排水規制の実施計画のレヴュー・改

訂、実施ガイドラインの策定を行な

いつつ、排水検査についての職員の

訓練・研修を行うことによって、排

水の管理の実施体制を準備する。 

③ 環境水質モ

ニタリング 
環境水質モニタリング計画の策定を作成し、採水・現場測

定機材の整備、水質ラボの整備、水質データの保管・管理

システムの確立、水質データの評価・解析を含めた関係機

関との連携に基づいた継続的な環境水質モニタリング体制

が確立される。（水質モニタリングにより得られた情報は水

環境保全戦略・計画の立案に利用される）。 

関係機関との連携システムの構築。

他機関から提供されたデータを

MARN が管理するシステムを構築す

る。 

④ 環境教育・ 
情報普及 

水質情報を公開し、また、教育資料の開発・整備したうえ

で関係機関との連携に基づく教育活動・キャンペーンの実

施等によって、子供・住民・企業等の環境意識を向上する

ための境教育・普及の実施体制を確立する。 

関係機関との連携に基づいて、水質

情報の公開を含む環境教育・普及の

実施体制を整える。 
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また、図 5-1 に表すプロジェクト・アプローチを選定することとする。このプロジェクト・アプ

ローチに基づいて、本プロジェクトのプロジェクト目標、および、上位目標は、グアテマラ国の首

都圏水環境管理が究極的段階ではなく、これから首都圏において水環境管理を開始し軌道に乗せる

ことに重点を置いた基礎的段階の達成を図ることを目標とする。 

 

 

図 5-1 プロジェクト・アプローチの選定 

５－２ フレーム・ワーク 

（１）タイム・フレーム 

本プロジェクトはステ－ジ 1（最初の 0.5 年間）とステ－ジ 2（3 年間）に分けて実施す

る。また､ステージ 1 とステージ 2 の間には 2 ヶ月間の国内準備期間を設ける。 

ステージ 1 はプロジェクトの準備期間であるが、本技術協力の一部として位置づけ、こ

の期間に本プロジェクトに関連するベースライン調査を実施し、また、ステージ 2 で行う

実施プロジェクトの内容、達成すべき目標等を精査したうえで、事前調査時に作成した

PDM、および、PO の見直しを行うこととする。ステージ 1 の準備期間を設けた理由は、

グアテマラ国水環境管理に直接関連する法規の国会審議の結果が 2005 年中に明らかにな
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り、この結果によって MARN の体制強化の方向が異なってくる可能性があり、また、

MARN の体制強化の目指すべき方向性を検討・統一する必要があるからである。 

このステージ 1 は、日本側が一方的に実施して成果品を示すのではなく相手国側と緊密

な共同作業を行うことが求められており、特に留意すべき事項は次の通りである。 

・ 「水法」の国会審議の経過・結果：現在、グアテマラ国国会において「水法」の成

立を目指した審議が進行している。本法の成立は環境・天然資源省で直接、水環

境管理を所管する水資源・流域管理部の地位と実行権限に大きな影響を与え、

また、同省で準備中の体制強化計画にも少なからず影響をもたらすので、この審

議結果に応じて適切な協力枠組みの見直しが求められる。 

・ 「排水水質規則」の国会審議の経過・結果：現在、産業排水を規制する「排水水

質規則」が一時的に効力停止となっており、その規定内容の協議・審議が進行し

ている。この規定内容によって＜成果 3：排水規制＞の協力内容が影響されること

がありうるので、協議・審議の経過・結果を把握すること必要である。 

・ 水質モニタリング：グアテマラ国の関係法規では、科学的手法による体系的な環

境水質モニタリングの実施と結果の公表が求められているが、MARN においては

このことが十分には理解されている状況ではない。＜成果 3：水質モニタリング＞

の内容に関連して、水質モニタリングの意義・目的を関係者と十分に議論し統一

しておくことが必要である。 

（２）プロジェクト戦略 

本事前調査において、相手国の水環境管理に関係する機関が出席した PCM ワーク・シ

ョップが開催された（PCM ワーク・ショップの詳細は添付資料 G に記す）。このワー

ク・ショップの問題・目的分析において、相手国参加者が首都圏水環境管理の能力強化に

あたって必要とするいくつかの課題が提案された。この中から、事前調査団の結果と重複

しない次の課題をプロジェクトに取り込むこととした。 

・ 「排水水質規則」規定内容の普及 

・ 水質情報システムの構築・運用 

・ 水質情報システムの構築・運用 

第 5-1 項で選定したプロジェクト・アプローチに基づいて上記ワーク・ショップの結果

を活動要素に組みこんで、図 5-2 に表す協力プロジェクト戦略を構築した。プロジェクト

目標を発現するための戦略（成果）は次のように設定されている。 

 

番号 実施段階 成果 

＜成果 0＞ ステージ 1 ステージ 2 で実施される PDM、PO が策定され

る 

＜成果 1＞ ステージ 2 水環境保全の政策形成・実施能力が強化される 

＜成果 2＞ 
ステージ 2 排水規制の実施が準備される 

＜成果 3＞ 
ステージ 2 MARN の首都圏水質情報収集・管理体制が準備

される 

＜成果 4＞ 
ステージ 2 関係機関との連携に基づき、水環境保全に係わ

る環境教育・普及が実施される 



 
 
- 63 -

成果を達成するためのプロジェクトの活動について、今回の事前調査においては相手国

との M/M 協議において、その項目について合意している。各活動は、相手国カウンター

パートとの共同実施を基本として、日本側派遣専門家によるワーク・ショップや実業務に

おける OJT、および、相手国カウンターパートの日本、あるいは、第 3 国における研修に

よって対象とする技術移転がなされる。 

各々の活動の内容、範囲、先方カウンターパートとの役割分担等詳細については、ステ

ージ 1 における PDM のレヴュー・修正作業において先方国と協議を行いつつ設計するこ

ととする。 

（３）PDM および PO 

上記のプロジェクト戦略を踏まえて、添付資料 A、B に示す本プロジェクトの PDM

（案）、PO（案）を作成した。これらはステージ 1 の結果に基づいてレヴュー・修正され

るものとする。 

（３） 投入計画 

本プロジェクトにおける日本側の主要な投入はチーフ・アドバイザー等の専門家派遣で

ある。さらに本プロジェクトを効果的、かつ、効率的に実施する観点から、ステージ 2 の

短期専門家（排水規制、水質情報管理、および、環境啓発・教育分野）、ならびに、相手

国職員の研修先については、第 3 国リソースの利用を含めて今後、検討することとした。 

図 5-2 プロジェクト戦略ツリー 
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５－３ 実施体制 

グアテマラ国側は、MARN の職員を主体とする本プロジェクト実施のための下記プロジェクト・

チームを組織する。 

・ プロジェクト・ダイレクター：MARN 大臣 

・ 副プロジェクト・ダイレクター：MARN 副大臣 

・ プロジェクト・マネージャー：水資源・流域部長 

・ プロジェクト・メンバー：水資源・流域部員（5 名）他 

なお、プロジェクト・メンバーは本プロジェクトに直接関係する水資源・流域部だけでなく、プ

ロジェクトの活動要素に関係する他部署からの職員を含めて、全 MARN をあげて本プロジェクト

に取組むことで合意している。 

また、本プロジェクトの合同調整委員会は MARN 大臣を議長とし、副プロジェクト・ダイレク

ター、プロジェクト・マネージャー、SEGEPLAN 代表、関連機関代表、JICA 現地職員、JICA 派遣

専門家、在グアテマラ日本大使館員より構成することとした。 
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第 6 章 第 3 国リソースの調査 

６－１ 目的 

本プロジェクトの実施にあたり第 3 国研修、および、第 3 国専門家派遣に係わる協力の可能性を

調査する目的で、メキシコ国外務省、IMATA、CONAGUA（衛生・水質および本部）を訪問した。 

６－２ 調査結果 

（１）メキシコ国外務省（ラテン・アメリカ 2 国間協力部） 

本プロジェクトの概要、および、規模を説明し、ステージ 1 終了時にメキシコ専門家派

遣、メキシコでのカウンター･パート研修を含めた投入計画が決定することを伝えた。ス

テージ１実施中にグアテマラ国で行われる PCM ワーク・ショップに CONAGUA、IMATA

からも参加していただき計画設計に参画してもらうことで大筋合意した。また、今後、本

プロジェクト実施の各段階において双方で連絡を取り合うことを確認した。 

今後の具体的な手続きについては JICA メキシコ事務所経由で連絡することで合意した。 

（２）IMATA（本部） 

IMATA は水質分析や水処理に関して政府・民間企業に技術的サービスを行う機関であ

る。同機関の組織・活動内容の説明を受けた後、分析室・実験プラントを視察し、水処理

に係わる基本的な設備は備わっていることを確認した。研修もレギュラー・コースだけで

なく、受講者の要望に合わせた研修が開講できるようになっており、また、環境保全計

画・環境教育などのソフト面での対応も可能になっている。 

（３）CONAGUA（衛生・水質局） 

CONAGUA の国家水質モニタリング・ネットワークについての説明を受けた。このネ

ットワークにより全国 13 地域において約 900 ヶ所（CONAGUA の組織である 25 地方分

析ラボ）においてモニタリングを実施し、これから得た水質データを毎年メキシコ国水統

計で公表している。世界銀行の支援（1996 年から 2002 年）によりモニタリング実施体制

（分析項目の標準化等）を整備した。 

CONAGUA は 4～5 年前に中米諸国に対して水管理の支援を行ない、また、指導員の派

遣や研修員の受入を実施していたが、現在の活動については不明である。 

（４）CONAGUA（本部） 

CONAGUA は組織としてはメキシコ国環境省の下部機関であり 1989 年に設立された。

全職員は約 16,000 人、年間予算は約 1,000 億円程度である。 

プロジェクト戦略ツリーをもとにグアテマラ国技術協力プロジェクトの概要を説明し、
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プロジェクトの 4 要素の全てが同委員会の業務・権能に含まれていることを確認した。た

だし、排水規制については、メキシコ国においては検査は同委員会が行うが、その結果に

基づく罰則適用は PROFEPA（環境保護検察庁）が実施しているとのことであった。 

６－３ 今後に向けた留意事項 

（１） グアテマラ国協力プロジェクトの要素の一つである水質モニタリングについて、メキシ

コ国側は専門家派遣、および、研修員受入れに係わる基礎的リソースを有していると判

断される。ただし、グアテマラ国プロジェクトの活動内容、タイム・フレームに対して

合致するかどうか今後の検討を要する。 

（２） メキシコ国側専門家の派遣期間は、2 週間が限度であることが各訪問先で強調されたこと

から、当初予定通り主体は日本側リソースとしメキシコ国側はその補完・日本側とグア

テマラ国側との橋渡し的位置づけとすることが現実的と判断する。（ただし、有償であれ

ば最大 3 ヶ月程度の派遣が可能との情報もある）。 

（３） メキシコ国側が本件に対する協力をどのように位置づけるか（JMPP か否か）不透明であ

るが、どのような協力形態になるにしても、このための手続きに要する手間・コストに

も留意して検討する必要がある。 

（４） 以上より、比較的長期、および、柔軟な投入を確保するため、メキシコ国側の民間人材

をコンサルタントとして活用することも含めて検討する必要がある。 
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第 7 章 プロジェクトの事前評価 

７－１ 評価5項目による事前評価 

JICA 事業評価ガイドラインに基づいた評価 5 項目による事前評価の結果を以下に述べる。 

（１）妥当性 

水環境の保全・改善に係る行政能力を強化することを目的とした本プロジェクトとその

内容は、下記のように我国が行う協力プロジェクトとして妥当である。 

【必要性】 

・ グアテマラ国政府が我国に対して行った要請は、「アマティトラン湖水質改善」である。ア

マティトラン湖を含め首都圏の水系汚染の直接的な原因は未処理で放流される各種の排水

のためである。こうした汚染対策を促進するためには管轄省庁である MARN の水環境管

理・保全実施体制を確立することが求められている。特に工業排水規制の分野では関連機

関・自治体から MARN に対する早期対応の期待が大きい。このため同国の水環境管理関連

の法制度を整備したうえで、首都圏の水環境保全行政の体制確立を目標とする本プロジェ

クト実施の意義は大きい。 

【優先度】 

・ この事前評価表の「3 協力の必要性・位置付け」で述べたようにグアテマラでは水環境保

全を優先課題としてあげている。また、本プロジェクトの４つの成果 ①水環境保全の政策

形成・実施能力が強化される、②排水規制の実施が準備される、③MARN の首都圏水質情

報収集・管理体制が整備される、④関係機関との連携に基づき、水環境保全に係わる環境

教育・普及が実施される、は今後発表予定の国家水政策の内容とも一致している。このた

め本件の実施およびそのアプローチ方法はグアテマラ国の国家政策と合致している。 

・ JICA 国別事業実施計画では、①農村生活の改善、②持続的な経済開発、③民主化支援の 3

分野が援助重点分野として挙げられている。水環境保全を目的とした本プロジェクトは、

②持続的な経済開発の項目のひとつ「環境の保全」に合致している。 

【手段としての妥当性】 

・ 我国は 1970 年代以降の公害対策において、水環境保全・改善に係わる管理についての各種

の手法・ノウハウを蓄積しており、本プロジェクトに対する優位性がある。これら我国の

有するリソースは、グアテマラ国の水環境管理の実施体制を構築する本プロジェクトの支

援において有効に利用できる。 

・ 本プロジェクトは第 3 国専門家派遣及び第 3 国研修のリソースとしてメキシコ国の

CONAGUA（国家水委員会）と IMTA（国立水工学研究所）の投入を予定している（具体

的な投入はステージ 1 で決定）。グアテマラ国の隣国であり中進国であるメキシコ国から

専門家投入及び研修の実施は言語・文化の面からも優位性は高いうえに、両機関ともに

JICA の援助を受けた実績もあり技術・体制的な面でも有効である。 
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（２）有効性 

この案件は以下の理由から有効性が見込める。 

・ プロジェクト目標はターゲットエリアを首都圏、ターゲットグループを MARN 本省

関連部局の職員（計 30 名程度）と具体的に絞り込んでいる。4 つの成果毎に指

標を設定し、ターゲットグループ職員のインタビューを実施するなどして活動をモ

ニタリングすることになっており、有効なプロジェクトの実施に結びつくものと期待で

きる。 

・ グアテマラ政府は開発計画、国家水政策の草稿において水環境保全を重点分野

と位置づけており、上位目標・プロジェクト目標レベルでの外部条件は満たされる

可能性は高い。  

（３）効率性 

本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

・ 活動内容は同省の弱体な実施体制を考慮し水環境保全の基礎的部分に限定し

ている。これにより、3.5 年間の限られた期間の活動によって成果が達成し、かつ、

プロジェクト目標が有効に発現するように論理的に計画されている。 

・ 同省は組織・体制的には依然として脆弱な上に、水質分析室などの整備計画は

あるものの、現時点で分析室設置の見通しが立っていないことから、本プロジェクト

では水質分析機材などの大規模な機材供与は含めていない。また、社会・経済、

行政システム上類似性の高い第 3 国リソース（専門家/研修）の活用を想定してお

り、投入規模は適切な水準に設定されている。 

（４）インパクト 

本プロジェクトの結果は、下記のようにプラスの波及効果を与えると考えられる。 

・ 本プロジェクトによって向上された排水規制・環境モニタリング・環境教育といった

分野での計画策定能力・水環境管理体制によって、同省に対する信頼性が強ま

り関係機関との連携に基づく水環境保全体制の一層の強化が期待できる。 

（５）自立発展性 

本プロジェクトの結果は、下記のようにプラスの波及効果を与えると考えられる。 

・ この案件で開発された首都圏の水環境保全に関する戦略によって、環境・天然資

源省の水環境管理に対するオーナー･シップが高揚し、本格的な行政管理体制

へと進展する事が期待される。 

（１）自立発展性 

以下の通り、本プロジェクトが高い自立発展性を持つことは可能である。 

＜制度・組織面＞ 

この案件の 4 つの成果は現在の MARN の優先課題として挙げられており、C/P 側の本プロジェク

トに対する期待は大きい。MARN の組織体制は脆弱なもので自立発展性の点で不安が残るものの、

ステージ 1 で MARN の法制度・戦略・活動等を見極めた上で具体的な投入を確定する事にしてい

る。以上の点から MARN の体制・組織に則した援助内容になることが見込まれ、プロジェクト終

了後も MARN が独自に活動を続けていくことは十分に期待できる。 
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＜財政面＞ 

本プロジェクトは維持管理費が C/P の財政的な負担となる資機材を含めない計画となっているの

で、達成結果がプロジェクト完了後も自立的に継続されていくと考えられる。 

＜技術面＞ 

本プロジェクトは水環境保全の基礎的実施体制の確立を中心に考えている。一部、水質データベ

ースの開発を行うことを想定しているが、既存のデータベースソフトを用いた簡易な物を考えてい

るため高度な技術を要求するものではない。このためプロジェクト終了後、C/P 職員が独自に自立

的に継続することができると考えられる。 

７－２ 総合評価 

以上より、評価 5 項目の視点からみて、本プロジェクトは我国が行う技術協力プロジェクトとし

て適格と判断される。 
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A.  PDM（案） 

B.   M/M (R/D 案を含む) 

C.   事前評価表（案） 

D.  質問表 

E.  現地調査・協議メモ 

F.   PCM ワーク・ショップ資料および結果概要 

G.  収集資料リスト 



 

 

- 73 - 

添
付

A
：

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

・
デ

ザ
イ

ン
・

マ
ト

リ
ッ

ク
ス

（
PD

M
）

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：
グ
ア
テ
マ
ラ
国
首
都
圏
水
環
境
保
全
能
力
強
化

 
 
期
間
：

20
05

年
12

月
～

20
09

年
5
月
（
仮
）
（

3.
5
年
間
）

  
 

 
作
成
日
：

20
05

年
10

月
4
日

 

対
象
地
域
：
グ
ア
テ
マ
ラ
首
都
圏

 
 

 
 

 
 

 
 

 
タ
ー
ゲ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ
：
環
境
・
天
然
資
源
省
（

M
A

R
N
）
の

職
員

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
要
約

 
指
標

 
入
手
手
段

 
外
部
条
件

 
＜
上
位
目
標
＞

 
首
都
圏
に
お
け
る
水
環
境
保
全
の
行
政
が
効
力
を
発
揮
す
る
。

 
 水
質
汚
染
へ
の
対
策
が
導
入
さ
れ
る
。

 
 自
治
体
、
グ
ア
テ
マ
ラ
市
水
道
公

社
（

EM
PA

G
U

A
）
等
の
発
行
す

る
報
告
書
、
お
よ
び
、

M
A

R
N
の

活
動
記
録

 

 政
府

の
水

環
境

保
全

・
改

善
政

策
が
変
わ
ら
な
い
。

 

＜
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
＞

 
M

A
R

N
の
首
都

圏
に
お
け
る
水
環
境
保
全
行
政
能
力
が
強
化
さ
れ
る
。

 
 （

M
A

R
N

の
職

員
お

よ
び

担
当

組
織

の
水

環
境

保
全

行
政

の
実

施
に

係
わ

る
基

礎
的

対
処

能
力

が
育

成
さ

れ
る

1 ）
）

 
 注

記
１
）：

M
/M

協
議
に
お
い
て
は
保
留
と
な
っ
て
い

る
が
、（

 
）
は
仮
に
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

 （
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

報
告

書
お

よ
び

イ
ン

タ
ヴ

ュ
ー
調
査

1 ）
）

 

 M
A

R
N

の
年
間

予
算
が
大
幅
に

減
少
し
な
い
。

 
 水

環
境

保
全

に
係

わ
る

連
携

体

制
が
維
持
さ
れ
る
。

 

＜
成
果
＞

 
 

 
 

＜
成
果

0＞
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
準
備
）

  
ス
テ
ー
ジ

2
で

実
施
さ
れ
る
Ｐ
Ｄ
Ｍ

 (
案
）
、
Ｐ
Ｏ
〔
案
）
が
策
定
さ
れ
る
。

 

 PD
M

お
よ
び

PO
の
修
正
が
完

了
す
る
。

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

モ
ニ

タ
リ

ン

グ
報
告
書

 

 

＜
成
果

1＞
（
政
策
形
成
能
力
）

 
水
環
境
保
全
の
政
策
形
成
・
実
施
能
力
が
強
化
さ
れ
る
。

 
 M

A
R

N
の
政
策

形
成
・
実
施
能
力
が
、
国
際
支
援
機
関

（
JI

C
A

を
除

く
）

に
よ

っ
て

良
い

評
価

を
与

え
ら

れ

る
。

 
 組
織
改
善
に
関
す
る
勧
告
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
。

 

 国
際

支
援

機
関

に
対

す
る

イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査

 
  M

A
R

N
の
年
間

活
動
記
録

 

  

＜
成
果

2＞
（
排
水
規
制
）

 
排
水
規
制
の
実
施
が
準
備
さ
れ
る
。

 
 排
水
規
制
計
画
書
の
修
正
が
完
了
す
る
。

 
 排
水
規
制
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
整
備
さ
れ
る
。

 
 排
水
規
制
に
関
す
る

M
A

R
N

職
員
の
能
力
が
向
上
す

る
。

 
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
報
告
書

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

モ
ニ

タ
リ

ン

グ
報
告
書

 
M

A
R

N
職

員
等

に
対

す
る

イ
ン

タ
ヴ
ュ
ー
調
査

 

 指
導
を
受
け
た

M
A

R
N
職
員
が

同
じ
部
署
に
勤
務
す
る
。

 

＜
成
果

3＞
（
水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

 
環
境
省
の
首
都
圏
水
質
情
報
収
集
・
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
る
。

 
 環
境
水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
書
が
策
定
さ
れ
る
。

 
 環

境
水

質
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

係
わ

る
共

同
実

施
合

意

書
が
署
名
さ
れ
る
。

 
 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
報
告
書

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

モ
ニ

タ
リ

ン

グ
報
告
書

 
 

 指
導
を
受
け
た

M
A

R
N
職
員
が

同
じ
部
署
に
勤
務
す
る
。
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
要
約

 
指
標

 
入
手
手
段

 
外
部
条
件

 
水
質
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
構
築
さ
れ
る
。

 
 水
質
情
報
収
集
・
管
理
に
係
わ
る

M
A

R
N

職
員

の
能

力
が
向
上
す
る
。

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
報
告
書

 
M

A
R

N
職

員
等

に
対

す
る

イ
ン

タ
ヴ
ュ
ー
調
査

 
＜
成
果

4＞
（
環
境
教
育
・
普
及
）

 
関
係
機
関

と
の

連
携
に
基

づ
き

、
水
環
境

保
全

に
係
る
環

境
教

育
・
普
及

が
実
施
さ
れ
る
。

 
 

 水
質
レ
ポ
ー
ト
が
発
行
さ
れ
る
。

 
 水

質
に

係
わ

る
環

境
教

育
や

環
境

普
及

が
実

践
さ

れ

る
。

 

 プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
報
告
書

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

モ
ニ

タ
リ

ン

グ
報
告
書

 

 

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
要
約

 
指
標

 
入
手
手
段

 
外
部
条
件

 
＜
活
動
＞

 
＜
投
入
＞

 
 

 
＜
活
動

0＞
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
準
備
）

 
0-

1 
環

境
省

の
水

環
境

保
全

に
関

す
る

現
況

(法
制

度
、

戦
略

、
活

動
等

) 
を
レ
ヴ
ュ
ー
す
る
。

 
0-

2 
 活

動
1-

1～
1-

2、
2-

1～
2-

3、
 3

-1
～

3-
5、

 4
-1
～

4-
2
の
実
現
可
能

性
を
検
証
す
る
。

 
0-

3 
上
記

0-
2
に

基
づ
き
ス
テ
ー
ジ

2
の

PD
M
、

PO
を
レ
ヴ
ュ
ー

・
改

訂
す
る
。

 

 

＜
活
動

1＞
（
政
策
形
成
能
力
）

 
 

1-
1 

国
家

水
政

策
の
現

状
戦
略

を
レ
ヴ

ュ
ー
し

、
首
都

圏
の
水

環
境
保

全

に
関
わ
る
戦
略
を
開
発
す
る
。

 
 

1-
2 

水
環
境
保
全
に
関
わ
る
組
織
制
度
改
善
の
提
言
を
行
う
。

 
 

＜
活
動

2＞
（
排
水
規
制
）

 
 

2-
1 

既
存
の
排
水
規
制
実
施
計
画
を
レ
ヴ
ュ
ー
・
改
善
す
る
。

 
 

2-
2 

排
水
規
制
に
つ
い
て
の
実
施
指
針

(ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

)を
策
定
す
る
。

2-
3 

M
A

R
N
職
員
に

対
す
る
排
水
規
制
の
研
修
を
行
う
。
 

 
＜
活
動

3＞
（
水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

 
3-

1 
連
携
に
基
づ
き
水
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
を
策
定
す
る
。

 
3-

2 
デ
ー
タ
収
集
に
関
す
る
連
携
協
力
を
構
築
す
る
。

 
3-

3 
関
係
機
関
か
ら
水
質
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
。

 
3-

4 
水
質
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
開
発
・
管
理
す
る
。

 
3-

5 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
管
理
の
研
修
を
行
う
。

 
＜
活
動

4＞
（
環
境
教
育
・
普
及
）

 
4-

1 
水
環
境
情
報
を
公
開
す
る
。

 
4-

2 
他

機
関
と

連
携
し

て
、
水

環
境
保

全
に
関

す
る
環

境
教
育

・
啓
蒙

・

普
及
・
活
動
を
実
施
す
る
。
 

 

＜
日
本
側
＞

 
1．

専
門
家

 
＜
ス
テ
ー
ジ

1＞
 

• 
専
門
家
（
政
策
立
案
、
水
環
境
管
理
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
・
デ
ザ
イ
ン
）

 
＜
ス
テ
ー
ジ

2＞
 

• 
専

門
家
（

水
環

境
政

策
立

案
、
排

水
規

制
、
水

質
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
、
環

境
教

育
・

普
及
）

 
2．

資
機
材

 
3．

日
本
あ
る
い
は
第

3
国
に
お

け
る
研
修

 
＜
グ
ア
テ
マ
ラ
国
側
＞

 
1．

カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
職
員

 
• 
合
同
調
整
委
員
会
 
議
長
（

1
名
）

 
• 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
（

1
名
）

 
• 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（

1
名
）

 
• 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
フ
（

1
名
）

 
• 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー

 
2．

施
設
・
設
備
等
（
日
本
国
側
用
）

 
グ

ア
テ

マ
ラ

国
側

は
安

全
な

条
件

の
事

務
所

ス
ペ

ー
ス

、
お

よ
び

、
机

、
会

議
テ

ー
ブ

ル
、
通
信
機
器
類
を
用
意
す
る
。

 
3．

施
設
・
設
備
等
（
グ
ア
テ
マ
ラ
国
側
用
）

 
グ

ア
テ

マ
ラ

国
側

は
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

に
必

要
と

す
る

機
器

・
資

材
類

を
用

意
す

る
。

 

4．
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
運
営
予
算

 

グ
ア

テ
マ

ラ
国

側
は

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
遂

行
に

必
要

と
す

る
旅

行
費

用
、

運
転

費
用

を

含
め
た
グ
ア
テ
マ
ラ
国
側
職
員
の
給
与
、
手
当
て
を
用
意
す
る
。

 

＜
前
提
条
件
＞

 
正

式
な

業
務

命
令

に
よ

り

M
A

R
N
、

他
連

携
機

関
か

ら
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
職

員
が

配
置

さ
れ
る
。

 

注
記
：
本

PD
M

は
M

/M
添
付
の

英
文

PD
M
（

20
05

年
9
月

8
日

付
）
を
和
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
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添付資料 B.  M/M (R/D 案を含む) 
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